
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第 62-7 号 

 

２ 器械の名称及び数量   洗浄・滅菌機器 １式 

 

３ 機器の構成  

３－１ 高圧蒸気滅菌器 

1.機器の構成(一式の構成) 

1-1 高圧蒸気滅菌装置（片扉式・ｸﾘｰﾝ蒸気仕様）  5台 

1-2 ﾌﾛｱｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄ               12台 

 

(現有器(サクラ製)が通常に使用できる場合は不要とする。但し通常に使用できるよ

うにする費用を含むこと。) 

         

2.高圧蒸気滅菌器の仕様 

2-1 高圧蒸気滅菌器は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 
缶体は､厚生労働省の定めるﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器安全規則の第一種圧力容器構造規格

の合格していること 

2-1-2 最高使用圧力は､0.25MPa以上であること 

2-1-3 
缶体は､角型全周二重缶壁､全溶接構造､缶体底面は船形形状又は角型 2重壁構造であ

ること 

2-1-4 
内筒材質は､SUS-304以上のｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼材を使用し､板厚が9mm以上で缶内面仕上げ

は#400研磨処理以上であること 

2-1-5 缶内寸法は､幅 660mm×奥行 1,200mm×高さ 1,450mm以上であること 

2-1-6 
扉の開閉は、上下ｽﾗｲﾄﾞｼｬｯﾀｰ方式もしくはｽｲﾝｸﾞ式手動開閉扉自動締付方式であるこ

と 

2-1-7 
扉ﾊﾟｯｷﾝのｼｰﾙ方法は､圧縮空気によるﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｼｰﾙ方式又は圧縮空気によるパッキン

押し出し方式であること 

2-1-8 制御方式は､ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ方式であること 

2-1-9 
滅菌工程前の工程において､確実な空気除去と加温が行えるよう陰圧と陽圧を交互に

繰り返し行う制御を有していること 

2-1-10 滅菌温度制御は､D値制御､F値制御､設定温度 ON-OFF制御の 3種類を設定できること 

2-1-11 
滅菌温度を 115℃～135℃に設定することができ､設定温度の±1.0℃に維持する機

能､もしくは設定温度＋2.0℃以下で制御する機能を有すること 



2-1-12 
乾燥工程は､真空乾燥・混合乾燥・ﾌﾞﾛｰ乾燥の 3種類もしくは真空乾燥・パルス乾燥・

混合乾燥の組み合わせが可能であること 

2-1-13 被滅菌物の種類により任意に設定可能な滅菌ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを 5個以上有すること 

2-1-14 運転予約ﾀｲﾏｰ機能を有すること 

2-1-15 ISO11140規格に合致したﾎﾞｳｨ・ﾃﾞｨｯｸﾃｽﾄが行えるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを有すること 

2-1-16 缶内に空気が流入していることが確認できるﾘｰｸﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを有すること 

2-1-17 
滅菌のﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ（性能評価）に必要なｿｹｯﾄを缶体に装備して将来の滅菌精度管理に

備えていること 

2-1-18 過去 100回以上の運転履歴と 50回以上の異常履歴が表示できる機能を有すること 

2-1-19 
装置に保存されている全ての運転ﾃﾞｰﾀを USB ﾒﾓﾘｰを介して出力する機能を有するこ

と 

2-1-20 離れた場所から装置の稼動状況の確認が可能な稼動表示ﾗﾝﾌﾟを有すること 

2-1-21 5.7 ｲﾝﾁ以上のｶﾗｰ液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを有すること 

2-1-22 缶内への給気ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰは 0.3μm以上(濾過効率 99.999%以上)の性能を有すること 

2-1-23 
記録計は打点式もしくはｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ式とし､内筒温度･内筒圧力･日付･時間の印字が可

能であること 

2-1-24 
蒸気による被滅菌物の汚れを防止する為､缶内に供給する蒸気は処理水を使用したｸﾘ

ｰﾝ蒸気であること 

2-1-25 ｸﾘｰﾝ蒸気発生装置は､装置本体側面に取り付けてあり内蔵式であること 

2-1-26 
制御用回路がｼｮｰﾄまたは過電流が起きた場合､電源を遮断するｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ機能を有

すること 

2-1-27 
真空ﾎﾟﾝﾌﾟのﾓｰﾀｰ及び扉ﾓｰﾀｰに定格以上の電流が流れた場合､回路を遮断する保護機

能を有すること 

2-1-28 
扉の締め付けが確実に行なわれていないと蒸気が缶内に給蒸されない安全装置を有

すること 

2-1-29 缶内に圧力がある場合には扉を開くことのできない安全装置を有していること 

2-1-30 
設定されたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでの運転が可能な状態になるまでは､始動することができないよ

うにｲﾝﾀｰﾛｯｸ機構を有すること 

2-1-31 
災害発生時や緊急時に安全に運転を停止させることが可能な非常停止ｽｲｯﾁを操作ﾊﾟﾈ

ﾙ上に有していること 

         

2-2 装置管理ｼｽﾃﾑ 

2-2-1 
各装置の運転ﾃﾞｰﾀ(温度･圧力･時刻）を 1台のﾊﾟｿｺﾝ画面上に表示､出力できる機能を

有すること 



2-2-2 
各運転の詳細ﾃﾞｰﾀ（運転･動作プログラム･異常内容）を画面で表示､出力できる機能

を有すること 

2-2-3 
異常発生時における内容詳細及び原因･対処方法を画面上に表示､出力できる機能を

有すること 

2-2-4 
運転･異常履歴については当日または過去履歴を検索し､表示､出力できる機能を有す

ること 

2-2-5 
各滅菌装置のﾊﾞｲｵﾛｼﾞｶﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(BI)､ｹﾐｶﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀ(CI)､ﾎﾞｳｨ・ﾃﾞｨｯｸﾃｽﾄ（BD）等によ

る滅菌結果ﾃﾞｰﾀを履歴として管理できる機能を有すること 

         

2-3 ﾌﾛｱｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄ 

2-3-1 被滅菌物を積載する棚板は 4段以上であること 

2-3-2 
ﾌﾛｱｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰの外形寸法は､幅 590㎜×奥行 1,180㎜×高さ 1,380㎜以上であるこ

と 

2-3-3 
ﾌﾛｱｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄは､高圧蒸気滅菌装置缶内ﾛｰﾗに積載し､ｷｬｽﾀｰが缶内底部に接触しな

いこと 

2-3-4 
ﾌﾛｱｰﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄの材質は SUS304以上を使用し､ﾌﾚｰﾑはﾊﾞﾌ研磨もしくは#400研磨で

あること 

 

３－２ チューブ乾燥機 

1.機器の構成(一式の構成) 

1-1 ﾁｭｰﾌﾞ乾燥機       4台 

         

2.ﾁｭｰﾌﾞ乾燥機の仕様 

2-1 ﾁｭｰﾌﾞ乾燥機は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 
本体寸法は､幅 850mm×奥行 675mm×高さ 1,835mm以上であること 

運転状態のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞができること 

2-1-2 本体は片扉方式で、観音扉方式であること 

2-1-3 内容積は 300L以上の容量があること 

2-1-4 ﾋｰﾀ容量は 1.0kW以上かつ風量は 7㎥/min以上であること 

2-1-5 設定温度は 45℃～80℃以上の範囲で１℃間隔で任意に設定できること 

2-1-6 ﾁｭｰﾌﾞ類の乾燥接続ができること 

2-1-7 表示ﾗﾝﾌﾟは LED ﾗﾝﾌﾟであること 

2-1-8 運転はﾀｲﾏｰ運転ﾓｰﾄﾞができること 

2-1-9 ﾍﾊﾟﾌｨﾙﾀｰを搭載していること 
     



2-1-10 ﾄﾞｱには窓があり収納物が目視できること 
   

2-1-11 器具専用棚は 5段以上が標準装備であること 
   

2-1-12 過電流保護装置付漏電遮断器が内蔵されていること 

2-1-13 過熱に対して過熱防止機能が備わっていること 

 

３－３ ＲＯ水製造装置 

1.機器の構成(一式の構成) 

1-1 RO水製造装置  1台 

  

2.RO製造装置の仕様 

2-1 RO製造装置は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 
再生可能な全自動軟水装置､活性炭濾過装置､RO製造装置､RO水ﾀﾝｸ､原水ﾎﾟﾝﾌﾟ､RO水送水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ､UV殺菌灯､漏水遮断弁を組み合わせたｼｽﾃﾑであること 

2-1-2 600ｌ/h以上の処理能力を有すること 

2-1-3 定流量制御により、給水加温不要な機能を有すること 

2-1-4 RO膜による処理とすること 

2-1-5 
軟水装置、活性炭濾過方式を採用し、RO膜のﾄﾗﾌﾞﾙ（詰まり）を大幅に抑えるｼｽﾃﾑであるこ

と 

2-1-6 
濃縮排水量を適正にする自動回収率制御を採用し､無駄な排水を減らし､ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄを抑え

る機能を有していること 

2-1-7 ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ方式を採用し、運転状況や異常時の警報内容をモニター出来ること 

2-1-8 自動運転が可能であること 

         

3.その他  納入の際､装置周囲の補助ﾊﾟﾈﾙ及び点検用扉を設置すること 

 

３－４ システム乾燥機 

1.機器の構成(一式の構成) 

1-1 ｼｽﾃﾑ乾燥機  1台 

  

2.システム乾燥機の仕様 

2-1 ｼｽﾃﾑ乾燥機 

2-1-1 外形寸法は幅 770mm×奥行 695mm×高さ 1750mm以上であること 

2-1-2 庫内寸法は幅 600mm×奥行 600mm×高さ 950mm以上であること 

2-1-3 扉は大量の洗浄物を庫内に入れる為、ﾋﾝｼﾞ扉であること 



2-1-4 本体重量は 250kg以下であること 

2-1-5 取り外し可能な棚板を 3枚以上有すること 

2-1-6 設定温度は、室温～100℃以上が可能であること 

 

３－５ ベッドパンウォッシャー 

1.機器の構成 

1-1 ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰ    2台 

1-2 ﾊﾞｽｹｯﾄﾗｯｸ        2個 

1-3 ｻﾎﾟｰﾄﾗｯｸ           2台 

1-4 取扱説明書            2部 

         
2.構成品の仕様 

2-1 ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰは以下の要件を満たすこと 

2-1-1 外形寸法：W450×D450mm×H1,300mm以上 

2-1-2 電源：三相 200V 20A､または単相 200V20Aの漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ止め 

2-1-3 電力消費量：6kw以下 

2-1-4 表示項目：工程進行状況､Ao値､ｴﾗｰ内容 

2-1-5 操作方法：ﾎﾞﾀﾝﾌﾟｯｼｭ式 

2-1-6 洗浄/熱処理/乾燥促進の全工程の自動運転が可能であること 

2-1-7 
9個以上の洗浄ﾉｽﾞﾙを装備し､被洗浄物に対し全方向からの洗浄が可能な構造 

であること 

2-1-8 
熱処理機能：国際規格 ISO15883-3に準拠した Ao値表示 

             熱処理温度‐最高設定温度 93℃ 

2-1-9 給水管：1次側φ20mm ﾊﾞﾙﾌﾞ止め､水圧 0.1～0.4MPa 

2-1-10 給湯管：1次側φ20mm ﾊﾞﾙﾌﾞ止め､水圧 0.1～0.4MPa     

2-1-11 排水管：φ100mm汚物排水､耐熱塩ﾋﾞ管使用 

2-1-12 騒音値：60dB以下 

2-1-13 ｽﾀｰﾄﾎﾞﾀﾝは指操作ｽｲｯﾁにて操作できること 

2-1-14 手動にてﾄﾞｱの開閉が可能であること 

2-1-15 便尿器等を汚物が入ったままｾｯﾄが可能であること 

2-1-16 排水管詰まりｾﾝｻｰを装備していること 

2-1-17 運転中のﾄﾞｱﾛｯｸ機能を有していること 

 

４ その他 

（１）搬入設置、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。 



（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一

式（二次側）を含む。 

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あ

るいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。 

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。 

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とす

るか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。 

(７) 養生は受注者負担とする。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院先端医学棟 中央滅菌室、手術室共用 

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。 


